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▼区分Ⅱ…住民税非課税世帯

▼区分Ⅰ…住民税非課税世帯であって各所得が経費・控除を差
し引いたとき 0円になる人（年金所得の控除額は80 万円として計算）

老人
に関するお知らせ

所得区分 負担割合 　　　　　　条　　　　　　　　件
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・同一の世帯に、住民税課税所得が145万円
以上の70歳以上の人または老人医療受給
者（本人含む）がいる場合

※ただし、同一世帯に老人医療受給者1人（本
人）の場合は、年収が 383万円未満、また、
70 歳以上の人または老人医療受給者が 2
人以上（本人含む）いる場合は、合わせた
年収が 520 万円未満であれば、申請によ
り 1割負担になります。

　公的年金などの控除の見直しおよび老年者控除の廃止
により、新たに医療費などの自己負担限度額の区分が「一
定以上所得者」と判定された人で、右記の条件を満たす
場合は、「一般」（表 2参照）の額となります。
※適用期間：8月から 1年間

住民税非課税措置廃止にともなう経過措置

　老年者に係る住民税非課税措置の廃止により、課税世
帯となったが、課税者が合計所得金額125万円以下で平
成17年 1月1日現在65歳以上の人のみの場合、同一世
帯内の非課税者は申請により、医療費が高額になったと
きの自己負担限度額および食事代が、「区分Ⅱ」（表2参照）
の額となります。※適用期間：8月から1年間

〔経過措置の条件〕

　平成 20年 4月から「老人医療制度」に代わって「後
期高齢者医療制度」が始まります。
　詳細につきましては、今後、市ホームページや市報な
どでお知らせしていきます。
■鳥取県後期高齢者医療広域連合
　〒689ー0714　東伯郡湯梨浜町大字龍島 500
　 （0858）32－1097・ （0858）32－1067
　http://www.koureikouiki-tottori.jp/

～老人医療が変わります～

表1

表2

負担割合および所得区分の定期判定を行います

　老人医療受給者は、所得状況などにより医療費の負担割
合が異なります。このたび、平成19年度の住民税課税状
況などに基づき、8月1日からの負担割合および所得区分
を判定します（表1参照）。その結果、負担割合または所
得区分が変わる人には、7月末に新たな受給者証をお送り
します。なお、変更がない場合は、現在お持ちの受給者証
を引き続き使用してください。　
※年度中途で世帯員の異動があったり、所得が更正された場合
は、月単位で負担割合を見直すことになります。負担割合が変
わる人については、その都度、新しい受給者証をお送りします。

　老人医療受給者の同一世帯全員が住民税非課税の場合
は、医療費の自己負担限度額などを減額します（表2参照）。
　減額の認定を受けるためには、申請が必要です。通院や
入院などされたときは、申請した月の初日から適用となり
ますので、すぐに申請してください。既に認定を受けてい
る人も、8月以降の通院や入院については再度申請が必要
です。入院した場合は、必ず認定証を医療機関に提示して
ください。
受付開始日　8月 1日（水）から随時
認 定 期 間　8月1日（水）～平成20年3月31日（月）
必要なもの　 ▽老人保健医療受給者証　 ▽健康保険証
　　　　　　 ▽入院期間がわかるもの（医療機関発行の領収書）
受付場所　市役所駅南庁舎保険年金課

各総合支所福祉保健課

医療費や食事代などが減額になります

公的年金などの控除見直しと、
老年者控除の廃止にともなう経過措置

税制改正に伴い所得区分（表 2）が上がる人には、経過措置があります

1. 住民税課税所得が 145万円以上 213万円未満の人
2. 同一世帯に老人医療受給者1人（本人）の場合は、年収が
　383万円以上484万円未満の人、また、70歳以上の人または老
　人医療受給者が2人以上（本人含む）いる場合は、　合わせた年収
　が520万円以上621万円未満の人 ※２の場合は申請が必要です。

医療

1

2

3

問い合わせ先　
市役所駅南庁舎保険年金課 （0857）20-3486
各総合支所福祉保健課（31ページ参照）

所得区分
自己負担限度額（月額） 一般病床 療養病床

外来(個人） 外来+入院
（世帯）

食事代
（1食）

食事代
（1食）

居住費
（1日）

一定以上
所 得 者 44,400 円

80,100 円
＋

260 円 460円
420円 320円

一 　 般 12,000 円 44,400 円

区 分 Ⅱ 8,000 円 24,600 円 210 円
160 円 210円 320円

区 分 Ⅰ 8,000 円 15,000 円 100 円 130円
100円

320円
    0 円

医療費が267,000
円を超えた場合は
超えた分の 1％
※高額医療費の
支給が４回目以降
は44,400円〔

※1

※2

※3

※4

※5 ※5

※ 1　過去 1年入院期間90日以内　　　※2　過去1年入院期間91日以上
※ 3　厚生労働大臣が定める入院時食事療養費の基準に適合しているものとし
　　　て地方社会保険事務局に届出のある医療機関
※4　※ 3以外の医療機関
※5　低所得区分Ⅰのうち、老齢福祉年金を受給している人



　糖尿病などの生活習慣病は、私たちの健康を損なうだ
けでなく、医療費が家計に与える影響も大きくなります。
不健康な生活習慣（運動不足、過栄養、喫煙、ストレス）が
内臓脂肪の蓄積を招き、生活習慣病を発症させています。
　内臓脂肪型肥満に、軽度でも、高血圧、高脂血症、糖
尿病のうち 2つ以上当てはまる人は、メタボリックシン
ドローム（内臓型脂肪症候群）です。放っておくと動脈
硬化が進行し、心臓病や脳卒中の危険性が高くなります。
そのために年一回は基本健康診査を受け、メタボリック
シンドロームの早期発見に努め、
生活習慣病を予防しましょう。

～ 年一回は基本健康診査
　 を受けましょう ～

生活習慣病予防は
メタボリックシンドローム
の予防から

平成20年度から
基本健康診査と人間ドック
が変わります

　平成 20年度から、基本健康診査が「特定健診・特定
保健指導」に変わり、健康保険や国民健康保険の医療保
険者に 40 ～ 74歳まで（現行は年齢の上限なし）の人
の健康診査の実施が義務付けられます。
　メタボリックシンドロームに着目した健診で、生活習
慣病の発症の危険性によって保健指導を行います。自覚
症状がない段階から、生活習慣病の芽を早期に発見し、
一人ひとりが実践可能な生活習慣の改善と、予防に向け
た取り組みを行っていきます。

●基本健康診査

　合併時の協議により、平成 20年度からは、人間ドッ
クの対象者が 40 ～ 74歳まで（現行は年齢の上限なし）
に変わります。

●人間ドック

市民のみなさんからの
質問にお答えします
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問い合わせ先　中央保健センター （0857）20－3195 問い合わせ先　市役所本庁舎総務課情報公開係　　　
　　　　　　　　  （0857）20－3105

情報公開制度

　平成 18年度は 69人からの行政文書の開示請求があ
りました。処理状況は次のとおりです。
1  開示請求文書の処理状況

実施機関 請求件数 全部開示 部分開示 不開示 対象文書
なし

市　　　長 50 13 32 2 3
教育委員会 8 2 5 0 1
監 査 委 員 1 1 0 0 0
水道事業管理者 1 1 0 0 0
病院事業管理者 3 2 1 0 0
議　　会 6 4 2 0 0
合　　計 69 23 40 2 4

　主な請求内容は、公共事業（工事など）の入札、契
約に関する文書などでした。部分開示の主な理由は個
人情報、法人情報に該当したためです。
2  不服申し立ての処理状況
　平成 18年度は、実施機関の決定に対する不服申し立
てはありませんでした。

年度
個人情報保護制度

運用状況

　個人情報保護制度は、市民のみなさんの個人情報を
より適正に取り扱うためのルールを定め、ご自分の個
人情報について開示や訂正の請求ができる権利を保障
する制度です。
　平成 18年度に受け付けた個人情報の開示請求の状況
は次のとおりです。

1  開示請求文書の処理状況
　平成 18年度は、市長部局へ 6人から開示請求があり
ました。5件は全部開示、1件は対象文書なしでした。
なお、個人情報の訂正等の請求、利用停止等の請求は
ありませんでした。

2  不服申し立ての処理状況
　平成 18年度は、実施機関の決定に対する不服申し立
てはありませんでした。

個人情報保護制度

情報公開制度

18

【ごみの出し方】

※健診（基本健康診査・がん検診）受
診希望者で受診券が届いていない人は、
中央保健センターまたは各総合支所福
祉保健課までお申し込みください。

心疾患発症危険度

労働省作業関連疾患総合対策研究班調査2001
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